
平
成
八
年
法
律
第
七
十
四
号

排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
関
す
る
法
律

（
排
他
的
経
済
水
域
）

第
一
条
　
我
が
国
が
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
（
以
下
「
国
連
海
洋
法
条
約
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
国
連
海
洋
法
条
約
第
五
部
に
規
定
す
る
沿
岸
国
の
主
権
的
権
利
そ
の
他
の
権
利
を
行
使
す
る
水
域
と
し
て
、

排
他
的
経
済
水
域
を
設
け
る
。

２
　
前
項
の
排
他
的
経
済
水
域
（
以
下
単
に
「
排
他
的
経
済
水
域
」
と
い
う
。
）
は
、
我
が
国
の
基
線
（
領
海
及
び
接
続
水
域
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
線
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
か
ら
、
い
ず
れ
の
点
を
と
っ
て
も
我
が
国
の
基
線
上
の
最
も
近
い
点
か
ら
の
距
離
が
二
百
海
里
で
あ
る
線
（
そ
の
線
が
我
が
国
の
基
線
か
ら
測
定
し
て
中
間
線
（
い
ず
れ
の
点
を
と
っ
て
も
、
我
が
国
の
基
線
上
の
最
も
近
い
点

か
ら
の
距
離
と
、
我
が
国
の
海
岸
と
向
か
い
合
っ
て
い
る
外
国
の
海
岸
に
係
る
そ
の
外
国
の
領
海
の
幅
を
測
定
す
る
た
め
の
基
線
上
の
最
も
近
い
点
か
ら
の
距
離
と
が
等
し
い
線
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
超
え
て
い
る
と
き
は
、
そ

の
超
え
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
中
間
線
（
我
が
国
と
外
国
と
の
間
で
合
意
し
た
中
間
線
に
代
わ
る
線
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
線
）
と
す
る
。
）
ま
で
の
海
域
（
領
海
を
除
く
。
）
並
び
に
そ
の
海
底
及
び
そ
の
下
と
す
る
。

（
大
陸
棚
）

第
二
条
　
我
が
国
が
国
連
海
洋
法
条
約
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
沿
岸
国
の
主
権
的
権
利
そ
の
他
の
権
利
を
行
使
す
る
大
陸
棚
（
以
下
単
に
「
大
陸
棚
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
海
域
の
海
底
及
び
そ
の
下
と
す
る
。

一
　
我
が
国
の
基
線
か
ら
、
い
ず
れ
の
点
を
と
っ
て
も
我
が
国
の
基
線
上
の
最
も
近
い
点
か
ら
の
距
離
が
二
百
海
里
で
あ
る
線
（
そ
の
線
が
我
が
国
の
基
線
か
ら
測
定
し
て
中
間
線
を
超
え
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
て
い
る
部
分

に
つ
い
て
は
、
中
間
線
（
我
が
国
と
外
国
と
の
間
で
合
意
し
た
中
間
線
に
代
わ
る
線
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
線
及
び
こ
れ
と
接
続
し
て
引
か
れ
る
政
令
で
定
め
る
線
）
と
す
る
。
）
ま
で
の
海
域
（
領
海
を
除
く
。
）

二
　
前
号
の
海
域
（
い
ず
れ
の
点
を
と
っ
て
も
我
が
国
の
基
線
上
の
最
も
近
い
点
か
ら
の
距
離
が
二
百
海
里
で
あ
る
線
に
よ
っ
て
そ
の
限
界
が
画
さ
れ
る
部
分
に
限
る
。
）
の
外
側
に
接
す
る
海
域
で
あ
っ
て
、
国
連
海
洋
法
条
約
第
七

十
六
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
政
令
で
定
め
る
も
の

（
我
が
国
の
法
令
の
適
用
）

第
三
条
　
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
法
令
（
罰
則
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
適
用
す
る
。

一
　
排
他
的
経
済
水
域
又
は
大
陸
棚
に
お
け
る
天
然
資
源
の
探
査
、
開
発
、
保
存
及
び
管
理
、
人
工
島
、
施
設
及
び
構
築
物
の
設
置
、
建
設
、
運
用
及
び
利
用
、
海
洋
環
境
の
保
護
及
び
保
全
並
び
に
海
洋
の
科
学
的
調
査

二
　
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
経
済
的
な
目
的
で
行
わ
れ
る
探
査
及
び
開
発
の
た
め
の
活
動
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

三
　
大
陸
棚
の
掘
削
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
排
他
的
経
済
水
域
又
は
大
陸
棚
に
係
る
水
域
に
お
け
る
我
が
国
の
公
務
員
の
職
務
の
執
行
（
当
該
職
務
の
執
行
に
関
し
て
こ
れ
ら
の
水
域
か
ら
行
わ
れ
る
国
連
海
洋
法
条
約
第
百
十
一
条
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
追
跡
に
係
る
職
務
の
執
行
を
含
む
。
）
及
び
こ
れ
を
妨
げ
る
行
為

２
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
同
項
第
一
号
の
人
工
島
、
施
設
及
び
構
築
物
に
つ
い
て
は
、
国
内
に
在
る
も
の
と
み
な
し
て
、
我
が
国
の
法
令
を
適
用
す
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
我
が
国
の
法
令
の
適
用
に
関
し
て
は
、
当
該
法
令
が
適
用
さ
れ
る
水
域
が
我
が
国
の
領
域
外
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
当
該
水
域
に
お
け
る
特
別
の
事
情
を
考
慮
し
て
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
に

お
い
て
、
政
令
で
、
当
該
法
令
の
適
用
関
係
の
整
理
又
は
調
整
の
た
め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
条
約
の
効
力
）

第
四
条
　
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
事
項
に
関
し
て
条
約
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
国
連
海
洋
法
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
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